
徳島市建設工事請負業者選定要綱 

（平成７年５月２９日告示第８６号） 

 

 （趣   旨）  

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項

及び第１６７条の１１第２項並びに建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競

争入札参加資格審査要綱（昭和６１年告示第１２１号。以下「審査要綱」という。）に基

づき、徳島市が発注する建設工事の競争入札及び随意契約について、請負業者（以下「業

者」という。）等を公正かつ適切に選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 （業者の資格） 

第２条 業者の資格は、審査要綱第５条または同要綱第６条の２の規定により、等級別格付

けされた者とする。ただし、随意契約による場合で、特別の理由がある場合は、この限り

でない。 

 （格 付 け） 

第３条 業者の格付けは、審査要綱第５条の規定により、建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）第２７条の２３第１項の規定に基づく経営事項審査の結果、算定された客観的要素

（経営規模、経営状況、その他の評価項目）による総合数値及びこの要綱による特別要素

による総合数値の合計（以下「最終数値」という。）により、別表第１に掲げるとおり区

分する。 

２ 前項に規定する特別要素は、次の各号に掲げる項目とする。 

 ⑴ 審査基準日（審査要綱第５条第２項に定める日（審査要綱第５条第３項の規定による

格付けを行う場合は、同項に定める日）をいう。以下同じ。）の属する年度の前々年度

以前５箇年間における工事種別ごとの工事成績 

 ⑵ 審査基準日の属する年度の前年度における優良工事表彰 

 ⑶ 経営審査基準日における技術者の雇用状況 

 ⑷ 経営審査基準日における完成工事高の状況 

 ⑸ 指名停止及び指名排除の状況 

 ⑹ 経営審査基準日における建設業従事職員数 

 ⑺ 工事成績による加減点 

 ⑻ アドプト事業の参加状況 

 ⑼ 防災協定の締結状況 

３ 第１項の格付けを行った場合は、その格付けを業者に通知するものとする。 

４ 審査要綱第６条の２の規定による格付けの変更を行う場合は、第１項から第３項まで

の規定を準用する。 

 （格付けの有効期間） 

第４条 等級別格付けの有効期間は、審査要綱第６条第１項に定める期間（審査要綱第５条



第３項の規定により格付けされた場合は、審査要綱第６条第２項に定める期間）とする。 

２ 審査要綱第６条の２第１項の規定による格付けの変更を行う場合の有効期間は、前項

の規定にかかわらず、前項の期間の残存期間とする。 

 （標準発注金額） 

第５条 建設工事の等級別標準発注金額は、特別な技術を要する工事であること等特に理

由があると認められる場合を除き、別表第２のとおりとする。 

 （業者等の選定） 

第６条 一般競争入札について、当該建設工事の標準発注金額、工事経歴等を考慮して入札

参加資格の選定をするものとする。 

２ 指名競争入札について、当該建設工事の標準発注金額に対応する等級の資格を有する

者のうちから地理的条件、工事経歴、工事成績、信用度等を考慮して入札参加業者の選定

をするものとする。ただし、必要がある場合には、直近上位及び直近下位の等級の資格を

有する業者から選定することができる。 

３ 前項の規定によるもののほか、上位２等級の資格を有する業者のうち優良業者及び下

位２等級の資格を有する業者のうち工事成績が特に良好と認められる業者のうちからも

選定することができる。 

４ 徳島市建設工事等に係る業者選定審査委員会規則（昭和６０年５月１日規則第１００

号）第２条に規定する建設工事に係る一般競争入札参加資格及び指名競争入札参加業者

の選定については、徳島市建設工事等に係る業者選定審査委員会の審議に諮るものとす

る。 

 （業者選定等の特例） 

第７条 工事で緊急を要するとき、特殊技術を要するとき、随意契約理由その他特別の理由

があるときは、前条の規定にかかわらず、業者等を選定することができる。 

  附  則  

 この要綱は、平成７年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成９年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１３年６月１日から施行する。 

  附  則  



 この要綱は、平成１４年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１５年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１６年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２５年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

  附  則 

（施行期日）  

１ この要綱は、平成３１年６月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ 改正後の選定要綱は、施行期日以降に格付けする業者、公告する建設工事 

 並びに建設工事に関する調査、測量及び設計業務（以下「建設工事等」とい 

 う。）に係る一般競争入札及び指名通知する建設工事等に係る指名競争入札 

 から適用し、施行期日前に格付けした業者、公告した建設工事等に係る一般 

 競争入札及び指名通知した建設工事等に係る指名競争入札については、なお、 

 従前の例による。 

  附  則  

 この要綱は、令和元年６月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 

 

 

 

  



別表第１（第３条関係） 

 

（土木一式工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

特 A ９６３以上 ８，０００万円以上 

A ７３２以上  ９６２以下 ５，０００万円以上 

B ５０６以上  ７３１以下 ２，０００万円以上 

C ４６９以上  ５０５以下   ５００万円以上 

D ４６８以下   ５００万円未満 

 

（建築一式工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

特 A ８４３以上 １５，０００万円以上 

A ７３７以上  ８４２以下  ７，０００万円以上 

B ６７２以上  ７３６以下  ２，５００万円以上 

C ６７１以下  ２，５００万円未満 

 

（とび･ 土工･ コンクリート工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

特 A ９６３以上 ８，０００万円以上 

A ７３２以上  ９６２以下 ５，０００万円以上 

B ５０６以上  ７３１以下 ２，０００万円以上 

C ４６９以上  ５０５以下   ５００万円以上 

D ４６８以下   ５００万円未満 

 

（電気工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ８９０以上 ３，０００万円以上 

B ７８０以上  ８８９以下 １，０００万円以上 

C ７７９以下 １，０００万円未満 

 

  



（管工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ７８０以上 ３，０００万円以上 

B ７１０以上  ７７９以下 １，０００万円以上 

C ７０９以下 １，０００万円未満 

 

（鋼構造物工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ９８０以上 ５，０００万円以上 

B ８００以上  ９７９以下 １，５００万円以上 

C ７９９以下 １，５００万円未満 

 

（ほ装工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ８５０以上 １，０００万円以上 

B ７５０以上  ８４９以下   ５００万円以上 

C ７４９以下   ５００万円未満 

 

（しゅんせつ工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ７６０以上  

B ６３０以上  ７５９以下  

C ６２９以下  

 

（塗装工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ７４０以上 １，０００万円以上 

B ６６０以上  ７３９以下   ５００万円以上 

C ６５９以下   ５００万円未満 

 

  



（防水工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ７４０以上 １，０００万円以上 

B ６８０以上  ７３９以下   ５００万円以上 

C ６７９以下   ５００万円未満 

 

（機械器具設置工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ７００以上 １，０００万円以上 

B ６５０以上  ６９９以下   ５００万円以上 

C ６４９以下   ５００万円未満 

 

（造園工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ７６０以上 １，０００万円以上 

B ６４０以上  ７５９以下   ５００万円以上 

C ６３９以下   ５００万円未満 

 

（水道施設工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

特 A ９６３以上 ８，０００万円以上 

A ７３２以上  ９６２以下 ５，０００万円以上 

B ５０６以上  ７３１以下 ２，０００万円以上 

C ４６９以上  ５０５以下   ５００万円以上 

D ４６８以下   ５００万円未満 

 

（解体工事） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

A ８００以上 １，０００万円以上 

B ６００以上  ７９９以下   ５００万円以上 

C ５９９以下   ５００万円未満 

 

  



（その他） 

等級 最終数値 完成工事高条件 

＊    

 

注１ 土木一式工事の格付けについては、徳島市内の業者数を最終数値の高い順に特Ａ…

上位３０社、Ａ…特Ａの次位４０社、Ｂ…Ａの次位８０社、Ｃ…Ｂの次位１６０社、Ｄ

…それ以外とし、それぞれの等級の最下位順位業者に対応する最終数値を表にした。な

お、ある等級の最下位業者が複数ある場合は、そのいずれの業者も当該等級に格付けす

るものとし、次位等級はその次の順位の業者から規定業者数を選定する。              

注２ 建築一式工事の格付け方法も土木一式工事と同様とするが、業者数については、

最終数値の高い順に特Ａ…上位３０社、Ａ…特Ａの次位３０社、Ｂ…Ａの次位４０社、

Ｃ…それ以外とする。 

注３ とび・土工・コンクリート工事及び水道施設工事の格付けについては、土木一式工事

の格付けに係る最終数値に基づいて行うものとする。 

注４ 各業者の格付けについては、別表第１に定める最終数値のほか、格付けその他の基準

（技術者条件及び完成工事高条件）による。 

注５ 審査要綱第５条第３項の規定による格付けについては、注１及び注２の規定にかか

わらず、注１及び注２の規定を除いた基準により格付けるものとする。 

  



別表第２（第５条関係） 

 

（土木一式工事） 

等級 標準発注金額 

特 A ８００万円以上 

A ８００万円以上      ８，０００万円未満 

B ４００万円以上      ６，０００万円未満 

C ２００万円以上      ５，０００万円未満 

D                       １，０００万円未満 

 

（建築一式工事） 

等級 標準発注金額 

特 A １，０００万円以上 

A １，０００万円以上      １５，０００万円未満 

B ５００万円以上           ８，０００万円未満 

C                     ５，０００万円未満 

 

（とび･ 土工･ コンクリート工事） 

等級 標準発注金額 

特 A ———————— 

A              ８，０００万円未満 

B              ６，０００万円未満 

C              ３，０００万円未満 

D                       １，０００万円未満 

 

（電気工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B １，０００万円以上          ３，０００万円未満 

C                     １，０００万円未満 

 

  



（管工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B １，０００万円以上          ３，０００万円未満 

C                     １，０００万円未満 

 

（浄化槽設置工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B １，０００万円以上          ３，０００万円未満 

C                     １，０００万円未満 

 

（鋼構造物工事） 

等級 標準発注金額 

A ———————— 

B              ５，０００万円未満 

C              １，５００万円未満 

 

（ほ装工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B ５００万円以上        １，０００万円未満 

C                      ５００万円未満 

 

（しゅんせつ工事） 

等級 標準発注金額 

A ———————— 

B              ５，０００万円未満 

C              １，５００万円未満 

 

  



（塗装工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B ５００万円以上        １，０００万円未満 

C                      ５００万円未満 

 

（防水工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B ５００万円以上        １，０００万円未満 

C                      ５００万円未満 

 

（機械器具設置工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B ５００万円以上        １，０００万円未満 

C                      ５００万円未満 

 

（造園工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B ５００万円以上        １，０００万円未満 

C                      ５００万円未満 

 

（水道施設工事） 

等級 標準発注金額 

特 A ———————— 

A              ８，０００万円未満 

B              ６，０００万円未満 

C              ３，０００万円未満 

D                       １，０００万円未満 

 

  



（解体工事） 

等級 標準発注金額 

A １，０００万円以上 

B ５００万円以上        ５，０００万円未満 

C                      ５００万円未満 

 

（その他工事） 

等級 標準発注金額 

＊ ———————— 

 


